
1 

 

富 士 宮 市 オ ー プ ン デ ー タ 利 用 規 約  

 

富 士 宮 市 オ ー プ ン デ ー タ 利 用 規 約 （ 以 下 「 本 規 約 」 と い う 。） は 、

静 岡 県 「 ふ じ の く に オ ー プ ン デ ー タ カ タ ロ グ 」（ h t t p s : / / o p e n d a t a . p r

e f . s h i z u o k a . j p /以 下 の デ イ レ ク ト リ に お い て 展 開 さ れ る ウ ェ ブ サ イ

ト 。 以 下 「 当 サ イ ト 」 と い う 。） で 提 供 し て い る 富 士 宮 市 （ 以 下 「 当

市 」 と い う 。） が 所 管 す る 情 報 （ 以 下 「 コ ン テ ン ツ 」 と い う ） の 利 用

に 関 し て 定 め た も の で す 。  

コ ン テ ン ツ を 御 利 用 の 際 に は 本 規 約 及 び ふ じ の く に オ ー プ ン デ ー

タ カ タ ロ グ 利 用 規 約 に 従 っ て い た だ く よ う お 願 い い た し ま す 。 ま た 、

コ ン テ ン ツ の 御 利 用 を も っ て 両 規 約 の 内 容 を 承 諾 い た だ い た も の と

み な し ま す 。  

な お 、 本 規 約 の 内 容 は 、 予 告 な し に 変 更 す る こ と が あ り ま す の で 、

コ ン テ ン ツ の 御 利 用 に 際 し て は 、当 市 オ ー プ ン デ ー タ の ホ ー ム ペ ー ジ

（ 以 下 「 本 ペ ー ジ 」 と い う 。） で 最 新 の 内 容 を 御 確 認 く だ さ い 。  

 

１  サ ー ビ ス の 利 用  

  当 市 で は 、 公 共 デ ー タ の 公 開 環 境 を 整 備 し 、 公 開 を 進 め て い く こ

と で 、 行 政 の 透 明 性 向 上 を 図 る と と も に 、 公 開 デ ー タ を 利 活 用 し た

ビ ジ ネ ス が 展 開 さ れ る 社 会 基 盤 を 整 え 、 オ ー プ ン デ ー タ に よ る 経 済

活 性 化 の 促 進 を 図 っ て い ま す 。  

  こ の 取 組 を 進 め る た め に サ ー ビ ス を 提 供 し ま す 。こ れ ら の サ ー ビ

ス を 通 じ て 、 例 え ば 次 の よ う な 成 果 を 期 待 し て い ま す 。  

・個 々 の 提 供 情 報 の 利 用 条 件 を 明 記 す る こ と で 、対 象 情 報 の 迅 速 な  

二 次 利 用 の 実 現  

・ 現 行 ビ ジ ネ ス の 効 率 化 や 新 ビ ジ ネ ス の 創 出 へ 寄 与  

・ 防 災 ・ 減 災 対 策 へ の 活 用  

・ 災 害 時 の 速 や か な 情 報 把 握 、 復 旧 ・ 復 興 へ 寄 与  

 こ れ ら の 取 組 を 静 岡 県「 ふ じ の く に オ ー プ ン デ ー タ カ タ ロ グ 」と

連 携 し 推 進 し ま す 。  
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２  リ ン ク に つ い て  

  本 ペ ー ジ へ の リ ン ク は 、 原 則 フ リ ー で す 。 た だ し 、 各 情 報 に お い

て リ ン ク の 制 限 等 の 注 記 が あ る 場 合 に は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。

ま た 、 リ ン ク 元 サ イ ト の コ ン テ ン ツ が ⑴ 公 序 良 俗 に 反 す る も の ⑵ 法

律 ・ 法 令 等 に 違 反 し 、 又 は 違 反 す る お そ れ が あ る 内 容 を 含 む も の と

認 め ら れ る 場 合 に は 、 リ ン ク は お 断 り い た し ま す 。  

  リ ン ク の 設 定 を さ れ る 際 は 、本 ペ ー ジ へ の リ ン ク で あ る 旨 を 明 示

し て く だ さ い (許 可 や 連 絡 は 必 要 あ り ま せ ん 。 )。  

  リ ン ク の 設 定 を さ れ る 際 は 、本 ペ ー ジ が 他 の ホ ー ム ペ ー ジ 中 に 組

み 込 ま れ る よ う な 設 定 は し な い で く だ さ い 。  

 

３  個 人 情 報 等 の 取 扱 い  

  サ ー ビ ス の 御 利 用 に 際 し て 利 用 者 か ら 取 得 し た 氏 名 、メ ー ル ア ド

レ ス 等 の 個 人 情 報 は 、 利 用 者 の プ ラ イ バ シ ー 保 護 に 配 慮 し 、 以 下 の

プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー を 規 定 し て い ま す 。  

 ⑴  基 本 的 な 考 え 方  

   当 市 で は 、 本 ペ ー ジ の 運 営 に 際 し 、 利 用 者 の プ ラ イ バ シ ー の 保

護 に 配 慮 を し て お り ま す 。 ま た 、 利 用 者 の 皆 様 が 提 供 し た 個 人 情

報 は 、「 富 士 宮 市 個 人 情 報 保 護 条 例 」 に 基 づ き 、 適 正 な 管 理 を 行

っ て お り ま す 。  

 ⑵  収 集 す る 情 報 の 範 囲  

   本 ペ ー ジ で は 、イ ン タ ー ネ ッ ト ド メ イ ン 名 、 I P ア ド レ ス 、サ イ

ト 内 検 索 の ク エ リ 情 報 、 そ の 他 本 ペ ー ジ 閲 覧 に 係 る 情 報 を 自 動 的

に 取 得 し ま す 。 ク ッ キ ー (サ ー バ 側 で 利 用 者 を 識 別 す る た め に 、

サ ー バ か ら 利 用 者 の ブ ラ ウ ザ に 送 信 さ れ 、 利 用 者 の コ ン ピ ュ ー タ

に 蓄 積 さ れ る 情 報 )は 、 閲 覧 者 の ユ ー ザ ビ リ テ ィ 向 上 の た め に の

み 使 用 し て お り ま す 。  

 お 問 合 せ 等 の 場 合 は 、差 出 人 の 電 子 メ ー ル ア ド レ ス が 受 信 者 側

に 表 示 さ れ ま す 。 そ の ほ か 、 本 ペ ー ジ で は 、 個 人 情 報 を 取 得 す る

際 に は 、 適 法 か つ 公 正 な 手 段 に よ っ て こ れ を 行 う も の と し ま す 。 
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 ⑶  収 集 し た 情 報 の 利 用 及 び 提 供 の 制 限  

   本 ペ ー ジ で 収 集 し た 情 報 は 、情 報 の 配 信 及 び 問 合 せ へ の 回 答 と

い っ た 連 絡 や 本 ペ ー ジ の 円 滑 な 運 営 及 び 改 善 の た め の 分 析 に 利

用 し ま す 。 ま た 、 御 意 見 に つ い て は 、 今 後 の 施 策 立 案 の 参 考 と し

て 活 用 し ま す 。  

   本 ペ ー ジ で 収 集 し た 情 報 は 、法 令 に 基 づ く 開 示 請 求 が あ っ た 場

合 、 本 人 の 同 意 が あ っ た 場 合 そ の 他 特 別 の 理 由 の あ る 場 合 を 除 き 、

第 三 者 に 提 供 い た し ま せ ん 。  

 ⑷  適 用 範 囲  

   本 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー は 、本 ペ ー ジ に お い て の み 適 用 さ れ ま

す 。  

 

４  知 的 財 産 権 の 取 扱 い  

  サ ー ビ ス の 利 用 者 は 、当 サ イ ト で 提 供 さ れ て い る 情 報 等 に 関 す る

以 下 の 事 項 に つ い て 理 解 し た 上 で 、 第 三 者 の 知 的 財 産 権 を 尊 重 す る

も の と し 、 情 報 等 の 取 扱 い に つ い て は 慎 重 な 配 慮 を 行 う よ う に し て

く だ さ い 。  

  当 サ イ ト に 掲 載 さ れ て い る 個 々 の 情 報 (文 章 、 写 真 、 イ ラ ス ト 等 )

は 、 著 作 権 の 対 象 と な っ て い ま す 。 ま た 、 当 サ イ ト 全 体 も 編 集 著 作

物 と し て 、 著 作 権 の 対 象 と な っ て い ま す 。 著 作 権 は 、 日 本 国 著 作 権

法 及 び 国 際 条 約 に よ り 保 護 さ れ て い ま す 。  

  当 サ イ ト の 内 容 (掲 載 さ れ て い る 情 報 を 含 む 。 )に 存 在 す る 著 作 物

の 著 作 権 は 、 注 が あ る も の を 除 い て 、 ク リ エ イ テ ィ ブ ・ コ モ ン ズ ・

ラ イ セ ン ス  表 示  4 . 0  の 下 で ラ イ セ ン ス さ れ て い ま す 。 各 著 作 物 の

利 用 に 当 た っ て は 、 以 下 を 御 参 照 く だ さ い 。  

 ⑴  ラ イ セ ン ス さ れ て い る 著 作 物 を 改 変 せ ず に そ の ま ま 複 製 し て

利 用 さ れ る と き は 、 以 下 の ク レ ジ ッ ト を 記 載 し て く だ さ い 。  

[ラ イ セ ン ス さ れ て い る 著 作 物 の タ イ ト ル ]、富 士 宮 市 [そ の 他 の

著 作 権 者 ]、 ク リ エ イ テ ィ ブ ・ コ モ ン ズ ・ ラ イ セ ン ス 表 示  4 . 0  

( h t t p s : / / c r e a t i v e c o m m o n s . o r g / l i c e n s e s / b y / 4 . 0 / d e e d . j a )  
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⑵  ラ イ セ ン ス さ れ て い る 著 作 物 を 改 変 し て 利 用 さ れ る と き は 、 以

下 の ク レ ジ ッ ト を 記 載 し て く だ さ い 。  

こ の [作 品 ・ ア プ リ ・ デ ー タ ベ ー ス 等 ]は 以 下 の 著 作 物 を 改 変 し

て 利 用 し て い ま す 。  

[ラ イ セ ン ス さ れ て い る 著 作 物 の タ イ ト ル ]、富 士 宮 市 [そ の 他 の

著 作 権 者 ]、 ク リ エ イ テ ィ ブ ・ コ モ ン ズ ・ ラ イ セ ン ス  表 示  4 . 0  

( h t t p s : / / c r e a t i v e c o m m o n s . o r g / l i c e n s e s / b y / 4 . 0 / d e e d . j a )  

 な お 、 ラ イ セ ン ス の  U R L  は 文 字 で 記 載 す る の で は な く 、「 ク リ

エ イ テ ィ ブ ・ コ モ ン ズ ・ ラ イ セ ン ス  表 示  4 . 0」 の 文 字 部 分 な ど

に ハ イ パ ー リ ン ク を 貼 る 方 法 で 提 供 す る こ と も 可 能 で す 。  

 

５  免 責 事 項 に つ い て  

  当 市 で は 、 コ ン テ ン ツ に つ い て 、 様 々 な 注 意 を 払 っ て 掲 載 し て お

り ま す が 、 全 て の コ ン テ ン ツ は 、 あ く ま で も 掲 載 時 点 に お け る 情 報

で あ り 、 全 て の コ ン テ ン ツ に つ い て 、 事 前 に 予 告 す る こ と な く 名 称

や 内 容 等 の 改 変 や 削 除 、 サ ー ビ ス の 停 止 を 行 う こ と が あ り ま す 。 ま

た 、 当 サ イ ト の ア ド レ ス は 、 ト ッ プ ペ ー ジ を 含 め て 事 前 に 予 告 す る

こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。 当 サ イ ト 上 の 掲 載 情 報 の 改 変 ・

削 除 や 当 サ イ ト の ア ド レ ス 変 更 に よ り 発 生 す る リ ン ク 切 れ 等 表 示

に 関 わ る 不 具 合 そ の 他 一 切 の 影 響 や 利 用 者 の 皆 様 に 発 生 す る 損 害

に つ い て 、 当 市 は そ の 責 を 負 い ま せ ん の で 、 あ ら か じ め 御 了 承 く だ

さ い 。  

  コ ン テ ン ツ に つ い て 、 そ の 内 容 の 完 全 性 ・ 有 用 性 ・ 安 全 性 等 い か

な る 保 証 を 行 う も の で も あ り ま せ ん 。 ま た 、 コ ン テ ン ツ は 、 当 市 の

活 動 に 関 す る 情 報 の 一 部 で あ っ て 、 そ の 全 て を 網 羅 す る も の で は あ

り ま せ ん 。  

  コ ン テ ン ツ を 利 用 し た こ と 、 利 用 で き な か っ た こ と 、 コ ン テ ン ツ

に 基 づ い て 利 用 者 が 下 し た 判 断 及 び 起 こ し た 行 動 に よ り い か な る

結 果 が 発 生 し た 場 合 に お い て も 、 当 市 は そ の 責 を 負 い ま せ ん の で あ

ら か じ め 御 了 承 く だ さ い 。  

  当 市 は 、 本 ペ ー ジ の 保 守 、 火 災 ・ 停 電 そ の 他 の 自 然 災 害 ・ ウ イ ル
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ス や 第 三 者 の 妨 害 行 為 等 に よ る 不 可 抗 力 に よ っ て サ ー ビ ス が 停 止

し た こ と に 起 因 し て 利 用 者 に 生 じ た 損 害 に つ き 、 一 切 責 任 を 負 う も

の で は あ り ま せ ん 。  

  当 市 は 、 本 ペ ー ジ か ら リ ン ク さ れ て い る サ イ ト (以 下 「 リ ン ク 先

サ イ ト 」 と 言 う 。 )に つ い て 、 そ の 掲 載 情 報 の 正 確 性 、 合 法 性 等 を

保 証 す る も の で は あ り ま せ ん 。 万 一 、 リ ン ク 先 サ イ ト の 利 用 に つ き

問 題 が 生 じ た 場 合 は 、 利 用 者 御 自 身 の 責 任 で 対 処 し て く だ さ る よ う

お 願 い い た し ま す 。  

 

６  当 市 へ の 弁 償  

  利 用 者 に よ る サ ー ビ ス の 利 用 、サ ー ビ ス へ の 接 続 及 び 本 規 約 違 反

若 し く は 第 三 者 へ の 権 利 侵 害 に 起 因 し 、 又 は 関 連 し て 生 じ た 全 て の

苦 情 や 請 求 に つ い て は 、 利 用 者 自 身 の 費 用 と 責 任 で 解 決 す る も の と

し 、 当 市 は 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。 ま た 、 利 用 者 に よ る 本 規 約 違 反

若 し く は 第 三 者 へ の 権 利 侵 害 に 起 因 し 、 又 は 関 連 し て 生 じ た 苦 情 や

請 求 へ の 対 応 に 関 連 し て 当 市 に 費 用 が 発 生 (賠 償 金 の 支 払 い を 含

む 。 )し た 場 合 に は 、 利 用 者 は 当 該 費 用 を 弁 償 す る も の と し ま す 。  

 

７  利 用 規 約 違 反 へ の 対 応  

  本 規 約 に 違 反 す る よ う な 行 為 等 を 発 見 さ れ た 場 合 に は 、富 士 宮 市

企 画 部 デ ジ タ ル 推 進 課 ま で 御 連 絡 く だ さ い 。  

 

８  そ の 他  

  本 規 約 は 、 日 本 法 に 従 っ て 解 釈 ・ 適 用 さ れ る も の と し ま す 。  

  サ ー ビ ス の 御 利 用 に 関 し て 、現 時 点 で は 利 用 料 金 を 請 求 し て お り

ま せ ん 。  

  当 市 と 利 用 者 と の 間 で 、 本 ペ ー ジ 、 サ ー ビ ス 又 は 本 規 約 に 関 し て

紛 争 が 生 じ た 場 合 に は 、 相 互 が 満 足 で き る 解 決 を 図 る た め 、 誠 実 に

対 応 す る こ と と し ま す 。 な お 、 上 記 対 応 に よ り 解 決 が な さ れ ず 、 司

法 的 判 断 を 求 め る 場 合 に は 、 当 市 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 裁 判 所 を

管 轄 裁 判 所 と し ま す 。  


